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保育施設等のパンフレットやホームページ、施設見学などを参考に希望する園を決定します。 

見学は事前に各保育施設等へご連絡ください。保育施設等一覧および地図は▶P.16-17 参照。 

 

  

はい はいいいえ いいえ

【０～２歳】【３～５歳】

▶

▶

▶

▶

幼稚園または各認定こども園へ申込み 

・認定こども園教育部分 

・幼稚園 

大津町 子育て支援課へ申込み 

・認可保育所 
・小規模保育園 
・認定こども園保育部分 
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※年少々クラスを設けていない認定こども園もあります。各園の詳細は▶P.7-8参照。 

 

 

  

👇 
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申込期日  ▶ ４月入所               ▶ 年度途中入所        
入所希望の前年１１月中 入所希望月の前月１０日まで  
＊広報 10 月号に詳細を掲載予定 ＊10 日が土日祝日の場合は前平日  

提出書類   １．入所申込書    ２．確認書  ３．保育を必要とする証明書類 
施設型給付費・地域型保育 保育施設申込み 就労証明書など 
給付費等支給認定申請書 に関する確認書 ＊提出書類は入所理由、家庭の状況等 
兼 施設入所申込書  により異なる。 

 大津町役場 子育て支援課 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

保育必要時間 利用可能時間 

標準時間 ７時～１８時（最⾧11時間） 

短時間 ８時～１６時（最⾧ 8時間） 
 

 

  年齢＊4/1 時点 保育料 副食費 

３～５歳 無償 月額 4,600～5,000 円程度 
※支払い方法、費用は入所施設により異なる 

０～２歳 ▶P.9 参照 
＊支払い先:大津町 保育料に含む 

就学 

出産予定月、前２ヶ月、 
後３ヶ月の最⾧６ヶ月間 

就労 

求職活動 

疾病・障害 

看護・介護 

災害復旧 

虐待・ＤＶ 妊娠出産 

入所から 2 ヶ月以内に 
就労証明書を提出 

＊入所未決定の方は、翌月以降も引き

続き協議します（その年度末まで）。 

＊２回目以降の協議結果は、入所決定

の場合のみ通知等を送付します。 

＊「未決定証明書」が必要な場合は、

申請が必要です。 
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一時保育 休日保育 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
延⾧保育 障がい児保育 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
※1 ▶P.15 参照 

施設名 一時保育 延⾧保育 
（午後６時以降） 

障がい児 
保育 休日保育 学童保育※1 

大津保育園 〇 午後 8 時まで 〇 〇 － 

一宇保育園 － 午後 7 時まで 〇 － 〇 

白川保育園 〇 午後 7 時 30 分まで 〇 － 〇 

杉水保育園 〇 午後 7 時まで 〇 － － 

大津いちご保育園 〇 午後 7 時まで 〇 － － 

よろこび保育園 〇 午後 7 時まで 〇 － － 

第二よろこび保育園 〇 午後 7 時まで 〇 － 〇 

仕事などのため、休日に家庭保育ができない保育園
児をお預かりします。 

対象児童 保育施設※1 に入所している児童 

保育場所 大津保育園      

保育時間  原則午前８時３０分～午後５時のうち 
８時間以内 

開 所 日 日曜祝日  
＊12 月 29 日～翌年 1 月 3 日は休園 

利用料金 2,000 円/日 

申込方法 大津保育園に利用日の１週間前までに 
登録・申込 

 

仕事や私用のため一時的に 
家庭保育ができない場合、 
保育所でお預かりします。 
冠婚葬祭があるときなども 
どうぞ。 

対象児童 保育施設※1、認定こども園、幼稚園に 
入所していない児童 

利用時間 １日８時間以内、月１２日間以内 

利用料金 2,000 円／日 （給食費込み） 
       250 円／時間（給食費別） 

申込方法 直接、各保育園へ申し込み 
＊事前登録が必要 

仕事の都合などで午後６時までに迎えに行けない
時、保育の延⾧を行います。 

延⾧時間 午後６時～７時※2 

利用料金 2,500 円／月 
      200 円／日 

集団保育が可能な、 

障がいのある児童を 

お預かりします。 

※1 保育所、小規模保育園、認定こども園保育部分 

※2 大津保育園は午後 8 時まで、白川保育園は午後 7 時 30 分まで(料金別) 

 在園児 

 在園児 

 在園児 

 入園前児童 
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小規模保育園の卒園後も引き続き保育サービスを

利用したい場合は、認可保育所等の３歳児クラスへ

の新規申込みが必要となります。 

大津町では、小規模保育園の卒園児が優先的に連携

施設（下記参照）や認可保育所等へ入所できるよう、

利用調整時の加点(10 点)を行っています※1。 

※1 申込み時に希望した園への入所をお約束するものではあ
りません。町外保育所等への申込みや、途中転園など卒園
時以外の申込みの場合、加点はありません。 

 
 

施設名 開園日 保育時間 
(標準時間) 延⾧保育時間 延⾧保育料 

ぴちゅ保育園 月～土 7:00～18:00 18:00～18:30 500 円/30 分 

おひさま保育園 月～土 7:00～18:00 
（短時間保育の人のみ） 

 8:00～ 8:30 
16:30～18:00 

100 円/30 分 

みんなのおうち保育園 月～土 7:30～18:30 
（短時間保育の人のみ） 

 8:00～ 8:30 
16:30～18:30 

100 円/30 分 

ちゅうりっぷ保育園 月～土 7:30～18:30 
（短時間保育の人のみ） 

 8:00～ 8:30 
16:30～18:30 

100 円/30 分 

＊休園日:日曜祝日、12/29～1/3、その他 

 

 

連携施設名 連携の対象施設 

町立 大津保育園 ぴちゅ保育園、おひさま保育園、みんなのおうち保育園、ちゅうりっぷ保育園 

 

 

認可保育所と同基準 
▶P.9参照 

認可保育所と同様 
▶P.3参照 
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大津音楽幼稚園、白川幼稚園、緑ヶ丘保育園、大津幼稚園、風の子保育園 
 

  
 

 教育部分 保育部分 

対象児童・申込要件 満３歳以上の未就学児※1 認可保育所と同基準 ▶P.3参照 

申込・問合せ 各認定こども園 大津町役場 子育て支援課 

申込 
期日 

途中入園 入園希望月の前月末 入所希望月の前月10日 

新年度4月入園 前年10月～11月頃（施設により異なる） 認可保育所と同様、前年11月末 

教育時間／保育時間 施設により異なる ▶P.7-8参照 標準時間 7:00 ‒ 18:00 
短時間  8:00 ‒ 16:00 

※1 緑ヶ丘保育園、風の子保育園は３歳以上の未就学児（年少クラスから） 
 

 

 教育部分 
保育部分 

3-5 歳クラス 0-2 歳クラス 

保育料 無償 無償 認可保育所と同基準 
▶P.9 参照 

副食費 
施設により 
異なる 

施設により 
異なる 

保育料に含む 

 

施設名 送迎バス 一時保育※1 障がい児保育※1 学童保育※2 

大津音楽幼稚園 〇(有料) － － － 

白川幼稚園 〇(有料) － 〇 － 

緑ヶ丘保育園 － 〇 〇 〇 

大津幼稚園 － 〇 〇 － 

風の子保育園 － 〇 〇 〇 

※1 ▶P.4（一時保育、障がい児保育）参照 ※2 ▶P.15 参照 

 

＊支払い先は保育料、副食費ともに各園です。 

＊副食費徴収免除対象の基準は教育部分と保育部分 

で異なります。 

〇教育部分（1 号）副食費免除対象者 

・町民税所得割額 77,101 円未満世帯の子ども 

・小学校 3 年生以下の子どものうち第 3 子以降 
の子ども 

〇保育部分（2・3 号）副食費免除対象者 

・町民税所得割額 57,700 円未満世帯の子ども 

・小学校就学前の子どものうち第 3 子以降の子ども 

※１ 以下「教育部分」    ※２ 以下「保育部分」

満３歳以上は、 
教育部分と保育部分の 
併願も可能です 
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認定区分 

入園可能年齢 3歳になった翌月以降(年少々から) おおむね生後6ヶ月以降 

教育時間 
／保育時間 

１日保育 8:30－14:30 
半日保育 8:30－11:30   

標準時間 7:00－18:00 (11時間) 

短時間    8:00－16:00 ( 8時間) 

預かり保育 
／延⾧保育 

預かり保育※1 

平日 8:00 － 8:30   100円/回 

15:00－16:30 250円/回 

16:30－17:30 200円/回 

17:30－18:00 100円/回 

⾧期休暇   8:00－ 8:30  100円/回 

 8:30－ 13:00 500円/回 

13:00－18:00 100円/時間 

延⾧保育 

平日 
標準時間 18:00－19:00  200円/回 

短時間  7:00－ 8:00 100円/30分 
16:00－19:00 100円/30分 

土曜日 
標準時間 延⾧保育なし 

短時間  16:00－18:00 100円/30分 

※1 預かり保育の無償化【新 2 号認定】については P.12 参照。 
※2 ⾧期休暇とは春休み、夏休み、冬休み期間。弁当持参。 

諸費用 
・施設維持管理費(入園決定時、毎年進級時に納入) ・児童が個人で使用する物品や教材及び制服など 
・送迎バス利用料(希望者のみ) ・保護者会費 

 

認定区分 

入園可能年齢 3歳になった翌月以降(年少々から) おおむね生後6ヶ月以降 

教育時間 
／保育時間 

１日保育   8:00－15:00 
標準時間 7:00－18:00 (11時間) 

短時間  8:00－16:00 ( 8時間) 

預かり保育 
／延⾧保育 

預かり保育※1 

平日 16:00－18:00 450円/回 

⾧期休暇/土曜 8:00－16:00 450円/回 

 16:00－18:00 450円/回 

延⾧保育（月～土曜） 

標準時間 18:00－19:00 200円/回 
  2,500円/月 
     19:00－20:00 100円/30分 

短時間 7:00－8:00  200円/回 

16:00－17:00 200円/回 
     17:00以降 100円/30分 

※1 預かり保育の無償化【新 2 号認定】については P.12 参照。 
※2 ⾧期休暇とは春休み、夏休み、冬休み期間。⾧期休暇および土曜日は別途給食費が必要。 

諸費用 
・児童が個人で使用する物品や教材及び制服など ・保護者会費 
・送迎バス利用料(希望者のみ)  

（4 月入園～1 週間程度、その他年に数回） 

※2 

※2 
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認定区分 

入園可能年齢 3歳になった後、最初の4月以降(年少から) おおむね生後6ヶ月以降 

教育時間 
／保育時間 

1日保育    9:00－15:00 
標準時間  7:00－18:00（11時間） 

短時間   8:00－16:00（ 8時間） 

預かり保育 
／延⾧保育 

預かり保育※1 

平日 8:00－ 9:00 100円/回 

 15:00－18:00 100円/時間 

⾧期休暇/土曜  8:00－ 9:00 100円/回 

 9:00－17:00 250円/回 

 17:00－18:00 100円/回 

延⾧保育(月～土曜) 

標準時間  18:00－19:00 200円/回 

            2,500円/月 

短時間     7:00－ 8:00 200円/回 

   16:00－17:00 200円/回 

       17:00以降  100円/30分 

※1 預かり保育の無償化【新 2 号認定】については P.12 参照。 
※2 ⾧期休暇とは春休み、夏休み、冬休み期間。⾧期休暇および土曜日は別途給食費が必要。 

諸費用 

・児童が個人で使用する物品や教材及び制服など 
・保護者会費 

 

認定区分 

入園可能年齢 3歳になった翌月以降(年少々から) おおむね生後6ヶ月以降 

教育時間 
／保育時間 1日保育  8:30－15:30 

標準時間  7:00－18:00（11時間） 

短時間 8:00－16:00（ 8時間） 

預かり保育 
／延⾧保育 

預かり保育※1 

平日 8:00－8:30  100円/回 

 15:30－17:30 100円/時間 

  4,000円/月 

⾧期休暇/土曜  8:00－ 9:00 100円/回 

9:00－15:30 500円/回 

15:30－17:30 100円/時間 

延⾧保育（月～土曜） 

標準時間 18:00－19:00     200円/回 

 2,500円/月 

短時間   7:00－ 8:00    200円/回 

  16:00－17:00    200円/回 

     17:00以降    100円/30分 

※1 預かり保育の無償化【新 2 号認定】については P.12 参照。 
※2 ⾧期休暇とは春休み、夏休み、冬休み期間です。⾧期休暇および土曜日は別途給食費が必要。 

諸費用 
・児童が個人で使用する物品や教材及び制服など 
・保護者会費  

※2 

※2 
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【保育所・認定子ども園 ３号】 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層区分 定義 
０・１・２歳児 

保育標準時間 保育短時間 

第１  生活保護世帯 0 円  0 円  

第２ 

市町村民税

所得割額 

 非課税世帯 0 円  0 円  

第３  均等割額のみ 
母子等 6,000 円  5,900 円  

一 般 14,000 円  13,800 円  

第４  40,000 円未満 
母子等 7,500 円  7,350 円  

一 般 16,000 円  15,700 円  

第５  40,000 円以上 
48,600 円未満 

母子等 8,000 円  7,900 円  

一 般 17,000 円  16,700 円  

第６  48,600 円以上 
72,800 円未満 21,000 円  20,600 円  

第７  72,800 円以上 
97,000 円未満 26,000 円  25,600 円  

第８  97,000 円以上 
133,000 円未満 34,000 円  33,400 円  

第９  133,000 円以上 
169,000 円未満 38,000 円  37,400 円  

第１０  169,000 円以上 
235,000 円未満   40,000 円  39,300 円  

第１１  235,000 円以上 
301,000 円未満   41,000 円  40,300 円  

第１２  301,000 円以上 
397,000 円未満 43,000 円  42,300 円  

第１３  397,000 円以上 46,000 円  45,200 円  

                                     

※表中の年齢については、 前年度 3 月 31 日現在の満年齢により 決定し ます。  

※「 標準時間」「 短時間」 については、 P. 3 を参照。  

※8 月分までの保育料は、 前年度の市町村民税、 9 月分以降の保育料は、 現年度の市町村民税額により 決定し ます。  

※母子（ 父子） 世帯並びに身体障害者手帳、 療育手帳の交付を受けた方がいる世帯については、「 母子等」 に該当する場合があ

り ます。 ひと り 親等世帯については、 国による利用者負担額の軽減措置により 、 第 6、 7 階層の一部（ 世帯の市町村民税所得

割合計額が 77, 101 円未満である場合） については、 第 1 子は第 5 階層の母子等と 同額、 第 2 子以降は無料と なり ます。  

※住所が同じ 祖父母等が家計の主宰者と 判断さ れる場合（ 保護者の年収が 120 万未満の場合） は、 その方の課税額を含め判定を

行います。 その場合、 ひと り 親等世帯に該当し ない場合があり ます。  

※0 歳から 小学校就学前( 年長ク ラ ス) までの間に通園し ている兄弟姉妹がいる場合、 最年長の児童から 順に 2 人目は半額、 3 人

目以降は無料と なり ます。  

国による利用者負担額の軽減措置により 、 世帯の市町村民税所得割合計額が、 保育認定子ども について 57, 700 円未満である

場合については、 同時入所を問わず、 第 2 子は半額、 第 3 子以降は無料と なり ます。  

※熊本県多子世帯子育て支援事業により 、 18歳未満の児童を3人以上扶養し ている家庭で、 3番目以降の児童が保育施設を利用

する場合、 保育料が無料と なり ます。  

※未申告等により 市町村民税が不明な場合は、 最高額（ 第13階層） で算定し ます。  
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各保育所等の受入可能人数を超えた申込があり、全員が入所できない場合には、以下の指数表に
基づいてその家庭を指数化し、優先度の高い児童から入園となります。 

外勤・自営業・ 
農業・内職 

１ヶ月 
あたりの 
労働時間 

１７０時間以上 １０ 
１４０時間以上１７０時間未満 ９ 
１２０時間以上１４０時間未満 ８ 
１００時間以上１２０時間未満 ７ 

８０時間以上１００時間未満 ６ 
６４時間以上 ８０時間未満 ５ 
４８時間以上 ６４時間未満 ４ 

母親の妊娠・出産 出産予定月から数えて産前２か月産後３か月 ７ 

疾病・障害 

入院または 
重度の障害 

おおむね１ヶ月以上の入院または重度の障害
身障手帳１・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２又は
それと同程度と認められる者 

１０ 

自宅療養 
または 

軽度の障害 

常時臥床  おおむね１ヶ月 ８ 
精神・結核 ６ヶ月以上の要加療安静 ７ 
一般療養  １ヶ月以上の要加療安静 ６ 
身障手帳３・４級、療育手帳Ｂ１・Ｂ２又は
それと同程度と認められる者 ６ 

介護・看護 
看護 

入院の付き添い（おおむね１ヶ月以上） ８ 
重度障害者（１・２級） ８ 

介護 寝たきりの者 ８ 
その他の者の看護・介護 ６ 

災害復旧 火災・風水害などの復旧にあたる場合 １０ 
求職活動  ３ 
就学 就労にならう 
虐待・ＤＶ  １０ 
ひとり親家庭  １２ 
虐待・ＤＶの相談 社会的擁護（里親家庭を含む）が必要であると認められる場合  ５ 
生活保護世帯 就労による自立支援につながると判断される場合 １０ 
生活中心者の失業   ７ 
障害児 身体に障害を持つ児童  ５ 
兄弟同時利用・一号在園児   ２ 
小規模保育等卒園児  １０ 

町内認可保育施設での勤務 
１ヶ月の 
勤務時間 

１２０時間以上 １２ 
４８時間以上１２０時間未満  ８ 

同居(祖父母)の無職 ６０～６５歳 -１ 
同居(祖父母)の無職 ６０歳未満 -２ 
内職  -１ 

利用者負担額の滞納 
正当な理由なく、利用者負担額を滞納している場合 
（卒園児、退園児を含む） -８ 

 

※「保育必要理由」「優先理由事由」「調整事項」の合計点数が同点の場合、下記により優先順を総合的に判断 

就労状況等 
就労中の世帯は、就労予定者のいる世帯より優先される 

単身赴任の場合 (町内に単身赴任者の住民票がない場合、かつ、就労証明者等で勤務地の確認ができる場合) 

ひとり親世帯 ひとり親世帯、又はこれに準ずる世帯(父母が別居中かつ離婚調停中)で町内に祖父母がいない場合 

祖父母等の状況 保育可能な親族(祖父母等)がいない世帯は、親族(祖父母等)のいる世帯より優先される 

その他 
送迎の手段が徒歩、又は自転車等(自動車以外)に限られる世帯は、その他の世帯より優先される 

年⾧児や第３子等、その他の保育の必要性に関する調整が適当である場合 
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陣内幼稚園（公立） 
 

 

大津町在住の満３歳以上の未就学児 
＊３歳誕生月の翌月からの入園申し込みが可能です。 

 

 

下記書類を園より受け取り、園へ提出してください。 

申込期日 入園希望月の前月末 ＊４月入園希望の場合は、前年１１月が申込期間となります。 

提出書類 入園申込書（子ども・子育て支援教育・保育給付費等 支給認定申請書 兼 施設入所申込書） 

 

 

１日保育   8:30－15:00（教育時間 10:00－14:00） 

預かり保育  15:00－17:00（詳細は下表「預かり保育」参照） 

 

 

区分 園名 基本利用料 主食費＋副食費 
（給食費） 

公立 陣内幼稚園 無償 4,000 円程度 

 

 

仕事や家庭の事情等により、降園時間に迎えに来られない場合に教育時間後の預かり保育を行います。 
預かり保育の無償化の認定を受けている場合、日額 450 円まで無償化の対象です（▶P.12 参照）。 

幼稚園 預かり時間 料金 備考 

陣内幼稚園 

15:00－16:00 
200 円/時 

2,000 円/月 ⾧期休暇（春・夏・秋・冬休み） 
の預かり保育あり（500 円/日） 
【弁当持参】 16:00－17:00 

200 円/時 
2,000 円/月 

諸費用 
・児童が個人で使用する物品や教材及び制服など ・保護者会費  
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▶
幼稚園または認定こども園（教育部分）の利用に加え、預かり保育の利用料が補助される制度です。 

 

幼稚園  ： 陣内幼稚園 
認定こども園教育部分 ： 大津音楽幼稚園 白川幼稚園 緑ヶ丘保育園 大津幼稚園 風の子保育園 

 

幼稚園または認定こども園(教育部分)に在籍する園児のうち、以下のいずれかに該当する子ども 
① 年少～年⾧クラス ： 保育の必要性の認定を受けた子ども (新 2 号認定) 
② 年少々クラス ： 保育の必要性の認定を受け、かつ市町村民税非課税世帯の子ども (新 3 号認定) 

  

保護者の就労、就学、親族介護、保護者本人の疾病などの事由により保育の必要性が認められた場合
に認定を受けることができます(▶P.10「保育必要理由」参照)。 

提出書類 1．認定申請書 （子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書） 
2．保育を必要とする証明書類 （就労証明書など ＊保育必要理由等により提出書類が異なる） 

提出期日  利用開始を希望する月の前月末まで 

提 出 先  各園 

 

日額 450 円（月額 11,300 円）まで  

 

２歳(年少々) 

無償化 
対象 

（申請不要） 

対象外 
＊非課税世帯のみ対象 

対象外 
３歳(年少) 

無償化 
対象 

（申請必要） 
４歳(年中) 

５歳(年⾧) 

 

▶ 
認可外保育所やファミサポ等の利用料についても無償化の対象となる場合があります。 

 以下のいずれかに該当する子どもで、かつ認可外保育所等のみ利用の場合

① ３歳※～就学前の子ども ：保育の必要性の認定を受けている場合 ※満３歳になった後の 4 月 1 日以降 

② ０～2 歳の子ども ：保育の必要性の認定を受け、かつ市町村民税非課税世帯の場合 
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放課後、帰宅しても保護者が不在の小学校児童の健全育成のため、学童保育を行っています。 

保育時間 平 日  放課後～午後6時 ※午後7時まで延⾧保育あり 

 土曜日  保育の実施あり 

日曜祝日 保育の実施なし 

⾧期休暇 保育の実施あり 

＊利用申込みや保育の内容についての詳細は各クラブへお尋ねください。 
 

校  区 クラブ名 場 所 連 絡 先 

大津小 

つくしんぼクラブ 
四つ葉学童クラブ 
さくらんぼクラブ 

大津小学校内 096-321-7002 

風の子キッズみかん 
風の子キッズアップル 

風の子保育園内 080-9695-0835 

大津小／大津東小 
／美咲野小 

しらかわっこなかよしクラブ 
しらかわっこわくわくクラブ 

白川保育園内 080‒6462‒3412 

大津小／美咲野小 緑のなかま 緑ヶ丘保育園内 

080‒8378‒1901 

美咲野小 グリ‒ンキッズクラブ 美咲野小学校内 

室小 

ジョイキッズクラブ 
コスモキッズクラブ 

室小学校内 096-321-7002 

ひまわりキッズクラブ 第二よろこび保育園内 096‒294‒0055 

あゆみキッズクラブ 室小北側専用施設 096‒293‒9041 

大津北小 一宇学童館 一宇保育園内 096‒293‒2560 

護川小 そらいろクラブ 護川小学校内 096-321-7002 

大津南小 
南小スカイブルークラブ 
南小きらきらクラブ 

大津南小学校内 080‒6462‒3416 

  

 



 16 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 


